
   
令和３年５月２８日 

自転車活用推進本部 
 

自転車通勤を推進する「優良企業」の第１弾を認定します！ 

～令和３年度「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」優良企業を公表・認定式を開催します～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」優良企業（詳細は別紙）  

・日本電子株式会社 ＜東京都昭島市＞ 

・株式会社はてな ＜京都府京都市＞ 

 
２．令和３年度「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト「優良企業」認定式 
  （※令和３年度 自転車活用推進功績者表彰式と合同で実施。） 

（１）日 時  令和３年５月３１日（月）１４時から１４時３０分（予定） 

（２）形 式  ＷＥＢ配信によるオンライン形式 

（３）次 第  ①自転車活用推進本部長挨拶 

②認定証授与 

③記念撮影 

  （４）その他   

・本表彰式は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、報道関係者
に限り WEB 上での傍聴のみとさせていただきます。なお、通信設備の都合に
より、１社につき１名（１回線）とさせていただきます。 

・報道関係者で WEB 傍聴を希望される方は５月３０日（日）１７：００までに
以下のとおりメールにてご連絡下さい。期日までにご連絡いただいた方に WEB
会議の URL をお送りします。 

 

 

自転車活用推進本部では、企業活動における自転車通勤や業務利用を拡大するため、令和２年４月に「『自

転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」を創設し、自転車通勤を積極的に推進する「宣言企業」を募集してき

ました。 

この度、令和２年度末までに応募のあった「宣言企業」41社のうち、下記２社について、特に優れた取組を

実施していることから、この度「優良企業」第１弾として認定し、認定式を開催いたします。認定式において

は、自転車活用推進本部長(赤羽国土交通大臣)より優良企業に認定証を授与するほか、自転車アンバサダーで

ある稲村亜美さんにもご出席いただく予定です。 



件 名：【WEB 傍聴希望】令和３年度自転車活用推進功績者表彰・「自転車
通勤推進企業」宣言プロジェクト「優良企業」認定 合同表彰式 

本 文：氏名（ふりがな）、所属、連絡先 

送付先：info_atmark_good-bicycle-japan.com 

※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信
の際には、「@」に変更してください。 

 ・状況により出席者等が変更となる場合がありますのでご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先 

 国土交通省自転車活用推進本部事務局 加賀谷、羽田野 

電 話 ０３－５２５３－８１１１（内線 38-225、38-128） 

０３－５２５３－８４９７（直通）  

ＦＡＸ ０３－５２５３－１６２２ 

 



 

 

 

 

令和３年度「自転車『通勤推進企業』宣言プロジェクト」認定優良企業 

 

○日本電子株式会社 ＜東京都昭島市＞ 

  警察と協力した交通安全講習の実施や会社独自の自転車保険の提供のほか、広大な駐輪場に出退勤

管理機を設置するなど、多数の社員が自転車通勤を行っていることを前提とした手厚い安全対策や

利便性向上策を推進している。 

 

○株式会社はてな ＜京都府京都市＞ 

 月額２万円の通勤手当を支給(※)しているほか、空気入れの常備、駐輪場代の全額補助を行うなど、   

従業員が自転車通勤をしたくなるような環境を積極的に整備している。 

(※)2020 年 11 月よりオフィス出社を前提としない制度に切り替え、通勤手当の代わりに在宅勤務  

手当を支給。 

 

 

別 紙 



認定
要件

以下の３項目すべてを満たす
企業・団体

①従業員用駐輪場を確保

②交通安全教育を年１回実施

③自転車損害賠償責任保険等
への加入を義務化

自転車通勤者が１００名以上または全従
業員の２割以上を占める宣言企業のうち、
以下の１項目以上を満たし、独自の積極
的取組や地域性を総合的に勘案し、特に
優れた企業・団体

①定期的点検整備を義務化

②盗難対策を義務化

③ヘルメット着用を義務化

④その他自転車通勤を推進する取組
（通勤手当支給、ロッカー・シャワー等の
自転車利用環境整備等）

期間 ５年間有効（更新可） 宣言企業の有効期間（更新可）

認定
ロゴ

自転車通勤を認める企業・団体を自転車活用推進本部長が認定し、自転車通勤の
取組を広く発信（事業所単位で申請可）

概要

宣言企業 優良企業

スケジュール

自転車活用推進官民連携協議会で了承
（持ち回り）

宣言企業認定（初回）

優良企業認定式

令和２年３月３１日

令和２年８月２７日

企業名を協議会HPで紹介

令和３年５月３１日

本部長による認定・表彰
企業名と取組を協議会HPで紹介

宣言企業の積極的な取組をPR

※宣言企業は随時募集、優良企業は毎年１回認定

プロジェクト創設・宣言企業募集開始

令和２年４月３日

「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトについて

○自転車通勤を推進する企業・団体に対する認定制度の創設により、自転車通勤を積極的に推進する事業者

の取組を広く発信し、ひいては企業活動における自転車通勤や業務利用の拡大を図る。


